
 

木造住宅の耐震化事業に取り組みましょう！！ 

国富町では下記の４つの事業について、助成制度を実施しております。詳細につきましては担当係

までお問い合わせください。 

 

１耐震診断 

１）内容 

   昭和 56年 5月 31日以前に着工された個人の木造住宅の倒壊の可能性について、町と契約

した宮崎県木造住宅耐震診断士を派遣し診断します。 

２）申込者負担額     ０円 

※一時、６，０００円の個人負担が必要となりますが、後日助成されます。   

 

２アドバイザー派遣 

１）内容 

耐震診断を受ける前の相談と受けた後の説明に町と契約した宮崎県木造住宅耐震診断士 

を派遣します。 

２）申込者負担額     ０円 

 

３耐震改修設計補助  ※平成 28年度からの新規事業です 

１） 内容 

     耐震診断を受けた結果、「倒壊の可能性がある」と判定された木造住宅の改修設計を行う

ための費用の一部に補助を行います。 

     （通常のリフォーム工事は対象ではありません） 

２） 補助額 

   補助対象設計費等の２／３以内の額か限度額１０万円のいずれか低い額 

 

４耐震改修工事補助 

１）内容 

耐震診断を受けた結果、「倒壊の可能性がある」と判定された木造住宅の改修を行うための

工事費等の一部に補助を行います。 

（通常のリフォーム工事は対象ではありません） 

２）補助額 

   補助対象工事費等の１／２以内の額か限度額７５万円のいずれか低い額 

 

税制上のメリット 

     所得税の税額控除や固定資産税の減額措置などのメリットがあります。 

 

申込 

年度当初４月から１２月まで（※予算の範囲内で先着順とさせていただきます） 

 

問合せ先 

国富町役場 都市建設課 都市計画係 電話７５－９４０６ 



 

 

 

 


